
Ⅲ ちむぐくるでともにつくる
福祉と健康のまち
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社会福祉団体育成事業
（担当部署：民生部 こども課）

○社会福祉団体育成事業 １億２，４２８万円

１．南風原町社会福祉協議会への補助金 １億１，５８６万円

社会福祉協議会は、地域の住民やボランティア、福祉・保健などの関係者、町役場などの行政機

関と協力して福祉のまちづくりを進めています。民間組織としての自主性と、住民や社会福祉関係

者に支えられた公共性という二つの側面を持った組織です。

■南風原町社会福祉協議会の主な活動

①連絡調整活動

・社会福祉施設長連絡会の開催

・各種関係機関との連携

②調査研究及び広報・啓発活動

・委員会の開催（総務・財政委員会、企画・広報委員会）

年２回

・各種調査の実施

・各種福祉月間啓発活動（老人・児童・障がい）

・福祉まつり（隔年） 地域福祉懇談会の様子（与那覇）

・社協だより「ちむぐくる」毎月発行

・地域福祉懇談会の実施

③低所得者福祉に関する事業（生活福祉資金貸付、

助け合い金庫貸付、歳末たすけあい募金による

年末激励金の支給、米券等の支給援助）

④高齢者福祉に関する事業

（在宅介護支援センタ－運営事業、

介護予防等事業の実施、友愛訪問事業、

高齢者健康づくり推進事業、福祉機器貸出事業、

訪問介護事業、介護予防訪問介護事業）

⑤児童福祉に関する事業

・ファミリーサポートセンター事業

・こいのぼり掲揚式（町共催） 子育てサロンの様子

・子育てサロン

⑥障がい（児）者福祉に関する事業（障害福祉サ－ビスの実施、地域生活支援事業の実施、

障がい者スポレク交流事業、障がい者相談支援事業）

⑦ひとり親家庭福祉に関する事業（就労に関する情報提供、親子交流会）

⑧日常生活自立支援事業の推進

⑨福祉総合相談事業の実施

・ふれあい福祉相談室（一般相談・法律相談・司法書士相談）

ちむぐくるで支え合う安心して暮らせるまち
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ちむぐくるで支え合う安心して暮らせるまち

⑩支えあうまちづくり事業

各小学校区にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、子育て世帯、障がい者世帯、高齢

者世帯等を含む全ての個人・世帯を対象に要支援者を把握するとともに、住民による支えあ

い助け合い活動を推進します。

・生活課題の把握と情報共有のシステムづくり

（１）コミュニティソ－シャルﾜｰｶｰの配置（各小学校区）

（２）福祉マップづくり

（３）見守り活動、生活支援活動

（４）移動相談所の設置

（５）企業等との見守り協定の締結及び連絡会の開催

・まちづくりサポ－トセンターの設置・運営

（１）提供会員、依頼会員の登録・斡旋

⑪小地域福祉ネットワ－クづくり推進事業

・推進地区の指定と活動支援（１７ヶ所）

・ネットワーク連絡会の開催 障がい者スポレク交流事業の様子

⑫ボランティアセンター運営事業

・福祉教育連絡会（保・幼・小・中・高校）

・ボランティア養成講座の開催

⑬各種福祉団体の支援

⑭苦情解決事業の実施

⑮その他の事業

・災害等支援活動の実施（災害見舞金の支給）

２．その他の団体への補助金・負担金

沖縄県市町村総合事務組合負担金 ８万円

町民生委員児童委員協議会補助金 ８３４万円



- 38 -

国民健康保険事業（国民健康保険特別会計）
（担当部署：民生部 国保年金課）

○国民健康保険事業（国民健康保険特別会計） ４３億３，６７３万円

国民健康保険（以下、「国保」とする。）とは、職場の健康保険（協会健保や共済組合）に加入し

ている方、後期高齢者医療保険へ加入している方を除いた７５歳未満の方全員が加入する健康保

険で、病気やケガをしたときに安心して医療機関で治療が受けられるようにするための制度です。

毎月、被保険者同士が国保税を出し合い、その大部分を医療費に充て、いざという時の治療費

の負担を少なくすることで、被保険者が平等に医療が受けられるようにするための「相互扶助」の精

神に基づいた制度です。

「国保」の運営は、被保険者のみなさんが納めた国保税だけではなく、国や県、町も費用を負担

しています。私たちの健康を守る大切な「国保制度」を正しく理解し、みんなで守っていきましょう。

※「国保」は被保険者に国保税を納めてもらい、医療費など決まった目的のために

支出しています。このため町の一般会計とは切り離して、特別会計で運営しています。

★健康保険用語チェック！

「被保険者」とは？ ： 健康保険に加入している人のこと。

国民健康保険とは？ ： 75歳未満の人で、職場の健康保険や後期高齢者医療保険に加入
していない人が加入する健康保険。（自営業、無職など）

後期高齢者医療保険とは？ ： 75歳以上の人全員が加入する健康保険。
（65歳以上で特別な障がいがある人も加入できます）

健 康 保 険 と は ？ ： 職場の健康保険（協会健保・共済など）と、市町村などが運営する健康

保険（国民健康保険や後期高齢者医療保険）があります。

産まれてから亡くなるまで、全国民が加入しなければいけません。

１．療養諸費 ・・・ ２５億８４５万円

病気や怪我などにより医療機関で診察や治療を受けると、かかった医療費の３割分を病院で

直接支払い個人負担するだけで、残りの７割は病院からの請求により町の国保会計から支払い

ます。ただし、７０歳以上の方は所得に応じて２割又は３割の個人負担となり、未就学児は２割の

個人負担です。

＜主な経費＞

・ 一般被保険者療養給付費 ・・・ ２４億８，３９１万円

一般の被保険者の診察や治療に対しての医療費の保険者負担分を医療

機関に支払う費用です。

健康づくりの推進
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健康づくりの推進

・ 一般被保険者療養費 ・・・ １，７１２万円

被保険者が保険証を持たずに病院で診察や治療を受けると、医療費の全額を自己負担する

ことになります。しかしその後、町国保の窓口で療養費支給の申請手続きを行えば、かかった医

療費の保険者負担分を被保険者へ支給します。また、治療の為に柔道整復やはり・きゅうの施

術を受けたとき、お医者さんの診断で補装具を購入した場合も療養費として支給されます。

・ 審査支払手数料 ・・・ ７４２万円

診療報酬の審査支払手数料は、委託先の沖縄県国民健康保険団体連合会に支払います。

２．高額療養費 ・・・ ４億３，０１０万円

世帯にかかる１か月あたりの医療費の自己負担額が一定金額を超えた場合は、その超えた額

を町の国保会計から支給し、国保加入世帯の家計負担を軽減します。支給を受けるには、限度

額認定証の発行や払戻（払戻の該当者には役場から後日通知します。）による申請手続が必要

です。

＜主な経費＞

・ 一般被保険者高額療養費 ・・・ ４億２，９９０万円

・ その他 ・・・ ２０万円

医療費分析

※医療費の割合（令和５年度）最大医療資源傷病名による、調剤報酬を含む。（KDBシステムより）

がん 25.7%

精神 22.3%筋・骨格
16.6%

慢性腎臓病
（透析あり）

12.6%

糖尿病8.4%

その他
14.4%

南風原町

がん 26.1%

精神 20.8%
筋・骨格

16.4%

慢性腎臓病
（透析あり）

11.8%

糖尿病 8.3%

その他
16.6%

沖縄県
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健康づくりの推進

３．出産育児諸費 ・・・ ２，１００万円

国保被保険者が出産したときに、出産費や育児費として出産育児一時金５０万円を支給しま

す。医療機関への直接支払制度を利用したり、出産費が５０万円を下回る場合は、差額分を支給

申請することで受け取れます。

＜主な経費＞

・ 出産育児一時金 ・・・ ２，０９９万円 ・ その他 ・・・ １万円

４．葬祭諸費 ・・・ １１４万円

国保被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方へ２万円支給します。

役場での申請手続が必要です。

５．国民健康保険事業費納付金 ・・・ １１億８，９１４万円

国保の沖縄県単位化により沖縄県へ納付する納付金です。沖縄県は各市町村毎に、過去の医

療費を元に算出する医療費指数と所得指数に応じて事業費納付金が算定されます。市町村は事

業費納付金を納付することによって、すべての医療諸費が交付されることになり、毎年の医療費の

支出が安定することになります。

６．健康づくり事業 ・・・ ６，６２２万円

国保被保険者に、特定健康診査・特定保健指導や健康管理に対する支援を行います。国保被

保険者の健康意識を高め、病気の予防や早期発見などにより健康増進を図ります。

① 特定健康診査等事業 ・・・ ５，４７５万円

特定健康診査・特定保健指導実施計画に基づき、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病

予防のための健診を実施し、保健指導・栄養指導を行います。

＜主な経費＞

・ 特定健康診査等委託料・・・２，３０９万円

・ 会計年度任用職員報酬・・・１，６０９万円

・ その他の経費 ・・・１，５５７万円
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健康づくりの推進

② 健康づくり事業 ・・・ ５８万円

健康づくりや疾病予防のためにはり・きゅう・あん摩・マッサージなどの施術に対する支援を行

います。

③ 訪問指導事業 ・・・ ９２４万円

特定健診等の受診者のうち、生活習慣病およびメタボリックシンドロームやその予備群など、

その他必要な方に対し、自分自身の体の状態が理解でき、病気の予防・改善や健康づくりに取

り組めるように保健指導、栄養指導などをとおして支援します。特に２０歳～７４歳（国保被保険

者）へのインセンティブを活用した保健指導を強化し、重症化予防を行うと同時に、健診受診率

向上にむけて取り組みます。

＜主な経費＞

・ 会計年度任用職員報酬 ・・・ ２８７万円

・ 検査委託料 ・・・ ３３万円

・ 電子機器使用料等 ・・・ ３１万円

・ 備品購入費 ・・・ ３９８万円

・ その他の経費 ・・・ １７５万円

④ 医療費対策事業 ・・・ １６５万円

医療費通知やジェネリックシールの利用等により、医療費対策に取り組みます。

項     目 対   象   者 補 助 額

はり・きゅう
あん摩マッサージ

南風原町国民健康保険に加入している方
１枚８００円
(　年６枚　)
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健康づくりの推進

７．保険税収納率向上特別対策事業 ・・・ １，４９７万円

国保被保険者に、国保を理解してもらい、国保税の納付率を向上させて、財政の健全化を図り

ます。納付指導員を４人配置し、国保被保険者への納付指導や口座振替を促進し収納率の向上

を図ります。

＜主な経費＞

・ 会計年度任用職員報酬（４人） ・・・ １，０６４万円

・ その他の経費 ・・・ ４３３万円

８．その他の経費（人件費等） ・・・ １億５７１万円

税額 収納率

一般 退職 合計 （万円） （％）

H26 5,333 10,351 437 10,788 6億8,244 97.03

H27 5,266 10,059 342 10,401 6億6,272 97.31

H28 5,143 9,756 200 9,956 6億3,498 97.11

H29 5,054 9,401 107 9,508 6億3,835 97.89

H30 5,058 9,232 47 9,279 6億2,896 96.70

R1 5,019 9,070 8 9,078 6億7,844 95.89

R2 5,074 8,981 0 8,981 6億9,202 96.80

R3 5,152 8,917 0 8,917 6億7,736 96.63

R4 5,128 8,835 0 8,835 6億9,836 96.10

R5 5,056 8,611 0 8,611 7億2,361 96.70

※上記納付率は、現年分納付率となります。  

国保加入者数及び国保税収納率推移

年度 世帯数
加入者数（人）

※上記の世帯数、加入者数は各年度ごと平均の数値となります。
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健康づくりの推進
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令和７年度国民健康保険特別会計当初予算（歳入）

国保税77,757 国庫支出金0 県支出金304,747

一般会計繰入金41,304 その他9,865
単位：万円
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276,052 282,731 306,175 288,642 296,070 

111

118,125 123,506 
141,410 

123,645 118,914 

15,778 16,782 

17,032 
18,254 18,689 

令和７年度国民健康保険特別会計当初予算（歳出）

病院へ支払う医療費296,070 事業費納付金118,914 その他18,689
単位：万円
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国民健康保険特別会計繰出金（一般会計）
（担当部署：民生部 国保年金課）

○国民健康保険特別会計繰出金 ４億１，３０４万円

国保事業の円滑で適正な運営に役立てるため、また国保財政の健全

性を図るために一般会計から、国保特別会計に対し繰出しています。

１．保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） ・・・ １億７，０８２万円

低所得世帯の国保税を軽減（２割、５割、７割）する制度があります。

その軽減した額を一般会計より国保特別会計へ繰出しています。

＜主な経費＞ 財源の内訳 県 ・・・ １億２，８１１万円 町 ・・・ ４，２７１万円

２．保険基盤安定繰出金（保険者支援分） ・・・ ８，４０８万円

国保税額は、世帯の所得などで決められます。また、国保税率は市町村が決定するため市町村

により違いがあります。そのため、市町村によって国保税の収入額に格差があり、国保会計の財政

力に違いがでてきます。国保財政の健全化を図ることや、国保税が市町村で大きな較差が生じな

いように、一般会計から繰出しています。

＜主な経費＞ 財源の内訳 国 ・・・４，２０４万円 県 ・・・２，１０２万円 町 ・・・２，１０２万円

３．職員給与費等繰出金 ・・・ １億１８７万円

国保年金課の職員の人件費や事務費などの支出のため、一般会計より繰出しています。

４．出産育児一時金繰出金（制度的繰入金） ・・・ １，４００万円

国保被保険者が出産した場合に国保特別会計から５０万円を出産育児一時金として支給しま

す。支給する５０万円の２/３（町負担分）を一般会計から国保特別会計へ繰出しています。

５．財政安定化支援事業繰出金 ・・・ ３，７５２万円

国保特別会計の財政基盤の安定を図るために、保険者の責めに帰することのできない事情（低

所得者の占める割合が全国平均と比較して高いなど）を基に計算して、町負担分を一般会計から

国保特別会計へ繰出しています。

６．未就学児均等割保険税繰出金 ・・・ ３２５万円

未就学児均等割国保税を減額（５割）する制度があります。その減額分を、一般会計より国保特

別会計へ繰出しています。

＜主な経費＞ 財源の内訳 国 ・・・ １６３万円 県 ・・・ ８１万円 町 ・・・ ８１万円

７．産前産後保険税繰出金 ・・・ １５０万円

出産する被保険者に係る産前産後期間の国保税（所得割額および均等割額）を免除する制度

があります。その免除分を、一般会計より国保特別会計へ繰出しています。

＜主な経費＞ 財源の内訳 国 ・・・ ７５万円 県 ・・・ ３７．５万円 町 ・・・ ３７．５万円
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高齢者医療対策費
（担当部署：民生部 国保年金課）

○高齢者医療対策事業 ４億７，４５５万円

沖縄県後期高齢者医療広域連合等に、後期高齢者医療広域連合負担金（市町村定率負担

金）及び後期高齢者事業費等繰出金（事務費、保険料保険基盤安定負担金）などの経費を負担

しています。

＜主な経費＞

後期・介護一体的実施に係る会計年度任用職員報酬（保健師・看護師） ５５７万円

後期・介護一体的実施に係る専用車リース料 ４０万円

後期高齢者療養給付費負担金 ３億３，５０１万円

後期高齢者はり、きゅう、あん摩、マッサージ補助金 ２９万円

後期高齢者医療広域連合負担金 ３，２０５万円

後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 １，８９４万円

後期高齢者保険料保険基盤安定負担金（保険料軽減分） ８，００２万円

その他経費 ２２７万円

住民健診（健康診査）事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○住民健診（健康診査）事業 ２，６６４万円

町民の健康増進を図るため、学校・職場などで健康診査を受けられない方や生活保護受給者

のうち、２０歳から４０歳未満の方に、基本健康診査（身長、体重、血圧、腹囲、尿検査、血液検査、

医師の診察）を全額補助し、４０歳以上の方には、人間ドック、胃・肺・大腸のがん検診の検査料金

を補助しています。

＜主な経費＞

基本健康診査委託料金 ・・・ ３９１万円

（個別町負担額1人：７，２７１円、集団町負担額1人：６,９０６円）

胃がん検診委託料 ・・・ ８６０万円 （バリウム補助額：４，１００円）

肺がん検診委託料 ・・・ ７５４万円 （ﾚﾝﾄｹﾞﾝ補助額:１，５００円、喀痰補助額：２，３００円）

大腸がん検診委託料 ・・・ ４４２万円 （検便補助額：１，９００円）

歯周疾患検査委託料 ・・・ ３５万円 （検査補助額：３，５００円）

その他 ・・・ １８２万円
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婦人がん検診事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○婦人がん検診事業 １，２２０万円

町では、婦人がん検診を集団検診及び個別検診で行っています。

＜主な経費＞

婦人がん検診委託料金 １，１７８万円 その他の経費 ４２万円

１．集団検診 ・・・ 町が指定した日時、場所にて行う検診です。

対象者 子宮がん・・・・南風原町に住んでいる、20歳以上の女性

乳がん ・・・・南風原町に住んでいる、50歳以上の女性

実施期間 ： 令和７年７月２９日、９月１６日、１１月５日（年３回実施）

場 所 ： ちむぐくる館

２．個別検診 ・・・ 町が契約した指定医療機関にて行う検診です。

実施期間 ： 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

場 所 : 各指定医療機関

※契約医療機関

【乳がん・子宮がん】

・沖縄県健康づくり財団・南部徳洲会病院・与那原中央病院・とよみ生協病院

・豊見城中央病院附属健康管理センター・那覇市立病院健診センター・沖縄赤十字病院

・ハートライフ病院・アドベンチストメディカルセンター・那覇西クリニックまかび

【乳がんのみ】

・マンマ家クリニック・宮良クリニック・那覇西クリニック

【子宮がんのみ】

・空の森クリニック・Fクリニック沖縄

３．がん検診推進事業

がんの早期発見と正しい健康意識の普及・啓発を図り、健康保持・増進を図るため、がん検診

受診率を５０％に上げることを目的として、次表の年齢の女性に対して、子宮頸がん及び乳がんに

関する検診費用が無料となるクーポン券を送付し、受診促進を図ります。

年齢 生年月日 年齢 生年月日

２０歳 平成16年4月2日～平成17年4月1日 ４０歳 昭和59年4月2日～昭和60年4月1日

【　子宮頸がん無料クーポン券対象年齢　】 【　乳がん無料クーポン券対象年齢　】
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後期高齢者医療事業（後期高齢者医療特別会計）
（担当部署：民生部 国保年金課）

○後期高齢者医療事業 ５億１，６８０万円

後 期 高 齢 者 医療 制 度 は 、 県 内 す べ て の 市 町 村 が加 入 す る 沖 縄県 後 期 高 齢 者 医 療 広

域 連 合 （ う る ま 市 石 川 在 ） が 運 営 主 体 と な り ま す 。 広 域 連 合 で は 、 被 保 険 者 の 資 格 管

理 、 保 険 料 や 給 付 の 決 定 な ど を 行 い 、 各 市 町 村 は 、 保 険 料 の 徴 収 と 各 種 申 請 、 届 出

の受付 、被 保険 者証 の引 き渡 し など の窓 口業 務を 行っ て いま す 。

＜ 主な 経費 ＞

後期 高齢 者医 療広 域連 合納付 金 ・・・ ４ 億９ ，７ ２４ 万円

その他 （人 件費 等） ・・・ １， ９５６ 万円

★Ｐｏｉｎｔチェック

国民全ての人が、７５歳の誕生日の当日からは後期高齢者医療制度の被保険者

となります。また６５歳以上７５歳未満で一定の障がいのある方も対象となります。

後期高齢者医療制度は、被保険者個人毎になり、被保険者証のかわりに資格

確認書またはマイナンバーカード（保険証利用登録済みの場合）で医療機関を

受診でき、被保険者となる全員が1人ひとり保険料を納めることになります。

令和７年度は、昭和２５年生まれの方が、誕生日の日から新たに後期高齢者医療

制度に加入することとなります。

◎ 自己負担割合

医療機関で支払う自己負担は、所得区分によって異なり下の表のとおりです。

◎ 保険料の決まり方

被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する

「所得割額」の合計額で算定されます。

※ 低所得世帯の方は、保険料が軽減される場合があります。

・ 均等割額保険料 … ２割軽減 ・ ５割軽減 ・ ７割軽減

均等割額 所得割額 保険料

56,400円 (所得－430,000円）×11.60% （上限は80万円）
＋ ＝

区　　分 区分Ⅰ 区分Ⅱ 一般Ⅰ 一般Ⅱ
区分Ⅰ(現役
並み所得者)

区分Ⅱ(現役
並み所得者)

区分Ⅲ(現役
並み所得者)

負担区分 １割 １割 １割 ２割 ３割 ３割 ３割
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妊婦一般健康診査事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○妊婦一般健康診査事業 ６，２６１万円

妊婦健診は保険適用外のため、その費用が全額自己負担となります。妊婦さんの経済的負担

を軽減する目的で、平成２１年度から最大１４回の公費負担を行っています。妊婦健康診査受診

票に記載された検査項目については、無料で受診することができます。令和４年度から、多胎妊婦

について、妊婦１人につき５回の追加健診の助成を行っています。

また、県外での里帰り出産を希望する妊婦も公費負担で健診が受けられるよう、妊婦一般健康

診査費用を助成しています。

対象：南風原町に住民票がある妊婦

主な経費

委託料 ６，１７６万円

助成金 ４５万円

消耗品等 ４０万円

(注）多胎児妊娠の場合に追加交付する受診票については使用週数の定めのないものとし第９－

３、９－５、９－７、９－８、９－９の計５回分とする。
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産婦健康診査事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○産婦健診事業 ５３０万円

産後２週間、産後１か月の出産後間もない時期の産婦に対して健康診査（母体の心身機能の状

態把握や授乳状況）の費用を助成します。産婦健診を実施することで、妊娠期から子育て期にわ

たる切れ目のない支援を行うことを目的としています。

主な経費

健康診査委託料 ５１３万円

健康診査助成金 １２万円

消耗品等 ５万円

新生児妊産婦訪問指導事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○新生児妊産婦訪問指導事業 ２０３万円

助産師または保健師が、初妊婦・初産婦さんや生後１か月前後の赤ちゃんのいる家庭を訪問し

ます。主に第１子を対象に訪問していますが、第２子以降で希望する方にも実施しています。産前

産後の体調や子育ての相談にご活用ください。

主な経費

新生児訪問及び

妊産婦訪問指導委託料 ２０３万円

未熟児養育医療事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○未熟児養育医療事業 １，００９万円

身体の発育が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児が指定医療機関において入院治療を

受ける場合に、その治療に要する医療費を公費にて負担する制度です。医療費は当該乳児の属

する世帯の市町村民税額等に応じて、一部自己負担金が生じます。

主な経費

未熟児養育医療費 １，００９万円

乳児一般健康診査事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○乳児一般健康診査事業 ７４４万円

１歳未満の乳児を対象に前期（生後４か月頃）と後期（生後１０か月頃）に各１回ずつ、毎月１回

程度実施しています。健診の内容は、身体測定・貧血検査（後期のみ）・小児科医診察・保健指導

・栄養指導です。また、令和２年度より歯科衛生士による歯科衛生指導（後期のみ）も導入していま

す。お子さんの発育・発達を保護者と一緒に確認できる場となっています。
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主な経費

健康診査委託料 ７１７万円

印刷製本費 １２万円

通信運搬費 １５万円

１歳６か月児健康診査事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○１歳６か月児健康診査事業 ３０５万円

１歳８か月～２歳未満の児を対象に身体発育及び精神発達の面から、医師・歯科医師等による

総合的な健康診査を毎月１回程度実施しています。

健診の内容は、身体計測・貧血検査・歯科医診察・歯科衛生指導・小児科医診察・栄養指導・

保健指導です。お子さんの発育・発達を保護者と一緒に確認できる場となっています。

主な経費

看護師等謝礼金 ５６万円

健診委託料 ２４２万円

通信運搬費 ７万円

３歳児健康診査事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○３歳児健康診査事業 ４０５万円

３歳５か月～４歳未満の児を対象に身体発育及び精神発達の面から、医師・歯科医師等による

総合的な健康診査を毎月１回程度実施しています。

健診の内容は、身体計測・尿検査・視力検査・歯科医診察・小児科医診察・歯科衛生指導・栄

養指導・保健指導です。お子さんの成長発達を保護者と一緒に確認できる場となっています。

主な経費

看護師等謝礼金 ７０万円

健康診査委託料 ２１７万円

通信運搬費等 ３３万円

消耗品等（全乳幼児健診分） ８５万円

健康づくりの推進
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長寿県復活 食の応援事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○長寿県復活 食の応援事業 ５１７万円

「健康長寿おきなわ」の復活に向けて、町民へ県や町の食習慣の実態や課題を伝え、生活習慣

病の発症や重症化を予防するために食習慣の改善方法を提供していきます。事業内容としては

小学５年生・中学２年生への生活習慣病予防健診を実施します。

主な経費

・学童生活習慣病予防健診委託料 ４９３万円

・通信運搬費 ２４万円

骨髄バンクドナー助成事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○骨髄バンクドナー助成事業 １４万円

骨髄等移植の推進及びドナー登録の増加を図るため、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業

においてドナーとなった者に対して、入院・通院等を助成する。

主な経費

・負担金補助及び交付金 １４万円
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がん患者アピアランスケア支援事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○がん患者アピアランスケア支援事業 ４０万円

がん患者のがん治療による外見変貌を補完する補整具（ウィッグ又は乳房補整具）の購入費用

の一部を助成することにより、がん患者の心理的・経済的負担軽減及び療養生活の質の向上を図

り、社会参加の促進に寄与することを目的とします。

主な経費

・扶助費 ４０万円

予防接種事業
（担当部署：民生部 国保年金課）

○予防接種事業 ２億４,２７２万円

１．乳幼児や児童・生徒の予防接種

予防接種は、病原体からつくられたワクチンを接種することによって、免疫をつくるものです。

大部分の感染症は一度かかると、その病気に対する免疫ができます。同様に感染症の原因とな

る病原体（ウィルスなど）の毒性を弱めたワクチンを接種することにより、病気にかからないように

免疫をつくり、お子さんを感染症から守ることができます。

乳幼児や児童・生徒の予防接種は、個別（指定病院）で実施します。対象となるお子さんの保

護者へ個別に通知します。

①子どもの予防接種の種類（自己負担はありません）

☆ヒブワクチン

○対象年齢：生後２か月～５歳未満（４回～１回）

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○１回当たり経費：１０，６１６円

☆小児用肺炎球菌ワクチン

○対象年齢：生後２か月～５歳未満（４回～１回）

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○１回当たり経費：１３，１０１円

☆４種混合（Ｄ：ジフテリア、Ｐ：百日咳、Ｔ：破傷風、IPV：不活化ポリオ）

○対象年齢：生後２か月～７歳半未満

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：初回３回接種後、１年後に１回

○１回当たり経費：１２，４４１円
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☆５種混合（Ｄ：ジフテリア、Ｐ：百日咳、Ｔ：破傷風、IPV：不活化ポリオ、Hib）

※令和６年４月より開始される、４種混合とヒブの混合ワクチン

○対象年齢生後２か月～７歳半未満

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：初回３回接種後、６月から１８月の間隔をおいて１回接種

○１回当たり経費：２１，２４１円

☆ロタウイルス

○対象年齢：出生６週０日後～２４週０日後（ロタテックの場合は３２週０日後）

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：２回（又は３回）

○１回当たり経費：ロタリックス：１５，８５１円、ロタテック：１０，８２４円

※接種するワクチンの種類によって対象年齢・接種回数が変わります。

☆ＢＣＧ（乳幼児結核）

○対象年齢：生後５か月～１歳未満

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：１回 ○１人当たり経費：１２，３３１円

☆ＭＲ（麻しん（はしか）・風しん（三日はしか））

○対象年齢：１期は、１歳～２歳未満。２期は、５歳～７歳未満で小学校就学前の１年間

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：各年齢とも対象年齢期間中に１回接種

○１回当たり経費：１１，８９１円

※１期・２期の対象年齢時に接種機会を逃した方へ行政措置による助成を行っていま

す。

☆水痘（みずぼうそう）

○対象年齢：１歳～３歳未満

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：２回接種 ○１回当たり経費：１０，１３１円

☆Ｂ型肝炎ワクチン

○対象年齢：生後２か月～１歳未満

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：３回接種 ○１回当たり経費：７，６１８円

※ただし、母子感染予防の為にＢ型肝炎ワクチンの投与を受けた方は対象外です。
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☆日本脳炎

○対象年齢：１期３歳～７歳半未満、２期９歳～１３歳未満。その他特例措置等。

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：１期初回２回・１期追加１回、２期１回

○１回当たり経費：８，７５６円

☆ＤＴ（ジフテリア・破傷風）２期

○対象年齢：１１歳～１３歳未満（小学６年生）

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：１回 ○１人当たり経費：５，０７１円

☆子宮頸がんワクチン

○対象年齢：中学１年生～高校１年生

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：２回（又は３回） 接種年齢やワクチンの種類で異なります。

○１回当たり経費：２９，７６６円（９価）、１６，８４１円（２価、４価）

※接種勧奨を控えていた期間に、予防接種の期間を逃した方を対象として，キャッチ

アップ接種を実施します。対象者及び対象期間は以下の通りです。

・キャッチアップ対象者：平成９年４月２日～平成２１年４月１日生まれの女性

・キャッチアップ期間：令和４年度～令和６年度の３年間

※キャッチアップ期間に１回以上接種した場合、令和８年３月３１日まで延長

②高齢者の予防接種

☆高齢者インフルエンザ予防接種

○対象年齢：６５歳以上

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：１回 ○接種時期：１０月初旬から翌年の２月末日

○１人当り経費：５，５００円

※自己負担額：１，０００円。対象者には個別に通知します。

☆高齢者新型コロナウイルス予防接種

○対象年齢：６５歳以上

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：１回

○接種時期：１０月初旬から翌年の２月末日

○１人当り経費：１５，７４１円

※自己負担額：５，０００円。対象者には個別に通知します。
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☆高齢者肺炎球菌

○対象年齢：６５歳になる方

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：１回

○１人当たり経費：８，８４９円

※過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがある方は対象外です。

※自己負担額：４，０００円。対象者には個別に通知します。

☆高齢者帯状疱疹

○対象年齢：今年度６５歳・７０歳・７５歳・８０歳・８５歳・９０歳・９５歳・１００歳以上になる方

○接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

○接種回数：１回 ○１人当たり経費：８，５９１円（生ワクチン）

○接種回数：２回 ○１人当たり経費：２１，７９１円（不活化ワクチン）合計４３，５８２円

※過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがある方は対象外です。

※自己負担額（１回あたり）：４，０００円（生ワクチン）

※自己負担額（１回あたり）：１２，０００円（不活化ワクチン） 合計２４，０００円（２回分）

※対象者には個別に通知します。

主な経費

医師への予防接種委託料等 ２億３，６７３万円

予防接種通知の経費(印刷費・郵送費） ４３０万円

その他の経費 １６９万円

※予防接種を受けるとその病気にかかりにくくなったり、かかっても重症になることを防ぐ

ことができます。また、受ける方が多ければ多いほど流行を防ぐことができます。そのた

め、たくさんの方に接種していただけるよう、町では予防接種（高齢者肺炎球菌、高齢者

インフルエンザを除く）の自己負担を免除・減額し、病気の予防活動につなげています。
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宮平保育所運営事業
（担当部署：民生部 こども課）

○宮平保育所運営事業 ９，７６６万円

宮平保育所は唯一の町立保育所です。働く保護者に代わってお子さんをお預かりし、家庭や

地域社会と連携を図りながら、子どもたち一人ひとりの健康と安全を保障した保育を行っていま

す。就労形態の変化や多様化する保育ニーズに応えるため、地域の子育ての実態を捉えながら

子育て支援に努めています。また、特別な配慮を必要とする子どもたちへの適切な支援にも率先

して取り組み、養護と教育が一体となった保育環境の下で地域の子どもたちの豊かな人間性を育

んでいます。

お料理中です（砂場・ごっこ遊び） サンタさんと記念撮影♪（クリスマス会）

○主な経費

職員報酬・給料・職員手当・旅費 ６，９９４万円

日常の保育業務を行う会計年度任用職員（保育士・調理員など）を雇用しています。

給食材料費 ８０８万円

栄養のバランスがとれた園児の給食・おやつ・ミルクの賄材料代です。

光熱水費 ２８４万円

保育所を運営するにあたって必要な電気・水道・ガスの使用料金です。

その他の費用 １，６８０万円

保育所を運営するにあたって必要不可欠な行事費、事務用品費、健康診断料、施設

の修繕費、電話料金、保険料、衛生管理等経費となります。

子ども・子育て支援の充実
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認可保育園事業・補助（保育所運営費）
（担当部署：民生部 こども課）

○認可保育園事業・補助（保育所運営費） ２７億１，０７０万円

保育所は、乳幼児を持つ保護者が仕事をしていたり、病気や出産などの理由により保育を必要

とする場合に、保護者に代わってその乳幼児を保育することを目的とする施設です。近年、核家族

の増加や共働き家庭の増加、勤務形態の多様化により保育の需要が高まっています。町では、そ

の要望に応えるために町内法人（認可）保育園１６ヶ所及び町在住児童が通う町外認可保育園に

対して町から補助金を交付し、保育の充実を図ります。

★Ｐｏｉｎｔチェック！

法人（認可）保育園とは園の広さや設備、職員の数や資格、保育内容について国が

設けた基準をクリアして認可された保育園です。また、法人（認可）保育園は、保育

料の他、国・県・南風原町からの補助を受けて運営しています。

各園への補助金額

津嘉山保育園 ２億９０９万円

かねぐすく保育園 １億４，４５０万円

南風原はなぞの保育園 ２億１，０５７万円

若夏保育園 １億９，４５５万円

みつわ保育園 １億８，１９６万円

さんご保育園 ２億９５７万円

はえばる保育園 ２億３，０２１万円

ﾏｲﾌﾚﾝｽﾞ保育園 １億５，９１０万円

てぃだ保育園 １億７，７２４万円

なのはな保育園 １億５，７２８万円

よなは保育園 １億２，９７８万円

ももの木保育園 １億２，６７６万円 火の用心パレードの様子

やまがわ保育園 １億６，１０７万円

南風原やまびこ保育園 １億１，７９１万円

明星保育園 １億５，０３８万円

よなは第２保育園 １億３，５９８万円

町外認可保育園 １，４７５万円

合 計 ２７億１，０７０万円



- 59 -

子ども・子育て支援の充実

1, 270  

1, 388 

1, 50 2 

1, 673 

1, 817 1, 846 

1, 966 
2 , 0 75 2 , 10 2 2 , 10 1 

2 , 0 25 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

南風原町　保育所等定員推移グラ フ（４月１日時点）

南風原町保育所(園)年度別定員数グラフ

（法人・地域型保育施設、認定こども園（保育認定）合算分）

南風原町における待機児童数の推移

0

50

100

150

200

250

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

127

188

150

194 208
194

40

16
10

0

（人）
待機児童数の推移



- 60 -

子ども・子育て支援の充実

延長保育促進事業
（担当部署：民生部 こども課）

○延長保育促進事業 ３，３１０万円

延長保育は、仕事などにより定刻の時間に保育園へ乳幼児の迎えができない保護者に対応す

るために、午後６時から午後７時まで延長して保育を行う事業です。町内にあるすべての認可保育

所・認定こども園、及び小規模保育園２カ所で実施します。町は、延長保育事業に対して法人保

育園等へ補助金を交付し保育の充実を図ります。

主な経費

延長保育促進事業補助金 ３，３１０万円

※ 費用割合は国１／３、県１／３、町１／３となっています。

みんなでもぐもぐ エイサー隊！

発達支援児保育事業
（担当部署：民生部 こども課）

○発達支援児保育事業 ９，１３８万円

保育所等で行う保育になじむ子どものうち、健康面、発達面において課題や気になる点がある

子どもが集団保育の中で適切な保育を受け、健全な社会性の成長、発達を促すことを目的とする

事業です。

町立宮平保育所・認可保育園・認定こども園で実施し、町は発達支援児保育事業を行う法人保

育園等に対して補助金の交付します。また令和６年度よりこども課に心理士を配置し、園及び保護

者からの相談に迅速な対応ができるような体制で発達支援児保育の充実を図ります。

主な経費

・心理士・宮平保育所（人件費等） ２，８２６万円

・ティーチャーズトレーニング １６万円

・こども発達支援委託事業 ３９７万円

・発達支援児保育事業補助金 ５,８９９万円

※一定の資格を有する保育補者が配置される場合

に、一部県から補助があります。
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一時保育事業
（担当部署：民生部 こども課）

○一時保育事業 １，６３５万円

一時預かり（保育）事業は、保護者の仕事、職業訓練、就学等

により週３日又は、月１５日以内を限度として、断続的に家庭での

保育が困難となる児童や、保護者の傷病・災害・事故・出産・看護

・介護・冠婚葬祭により、緊急・一時的に家庭での保育が困難とな

る児童をお預かりする事業です。

町内では、町立宮平保育所や認可保育所２園で実施します。

町は一時預かり事業を行う法人保育園に対して補助金を交付し

て保育の充実を図ります。 クリスマスの天使たち

■主な経費

宮平保育所運営費 ８２７万円

法人保育園補助金（かねぐすく保育園・みつわ保育園） ６６４万円

一時預かり利用者負担軽減事業補助金（対象利用者） １４４万円

※ 費用割合は国１／３、県１／３、町１／３となっています。

認可保育園事業・町単独事業
（担当部署：民生部 こども課）

○認可保育園事業・町単独事業 ８７０万円

認可保育園事業・町単独事業は、待機児童の解消に向けた保育士確保を図るため、新たに認

可保育所等に就職し、一定期間継続勤務した保育士に対し、保育士就職支援一時金を交付しま

す。また、保育所等において行われる発達支援児保育事業の円滑な実施を図るため、巡回指導

員等の報償費を支出しております。

１．保育士等就職支援一時金 ８００万円

新たに認可保育園等に就職した保育士に、１人あたり年１０万円を交付します。

２．発達支援児保育巡回指導員･措置会議謝礼金、講師謝礼金など ７０万円

ハロウィン☆ キャンプたのしいな！
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★Ｐｏｉｎｔチェック！

認 可 保 育 所 ：沖縄県が定めた基準（保育室面積･保育士数など）を満たし、県から認

可された保育園を認可保育園といいます。（町立の宮平保育所を含め

て、町内には現在１７園あります）。

地域型保育事業所 ：南風原町が定めた設備などの基準を満たし、町から認可された事業所

を地域型保育事業所といいます。（町内には事業所内保育施設１箇

所，小規模保育施設４箇所があります）。

地域型保育事業・補助
（担当部署：民生部 こども課）

○地域型保育事業・補助（事業所内保育・小規模保育運営費） ２億１，８８６万円

地域型保育事業（事業所内保育・小規模保育）は、平成２７年度より施行された子ども・子育て

支援制度に伴い市町村が設置認可・確認を行い、待機児童の多い０歳児から２歳児を受け入れる

施設です。

事業所内保育事業は、事業所の所在地の各市町村が設置認可・確認した事業所内保育所に

て、従業員の児童以外に地域の待機児童の受け入れを行い、待機児童の解消を図っています。

小規模保育事業は、南風原町が設置認可・確認した小規模保育事業所にて６人以上１９人以

下の児童の受け入れを行い、待機児童の解消を図っています。

事業所内保育所・小規模保育事業所は、保護者からの保育料及び国・県・南風原町からの補

助を受けて運営しています。

《主な経費》

事業所内保育所・小規模保育事業所運営費 ２億１，８８６万円

（財源内訳）

国庫支出金 １億２，６７４万円

県支出金 ４，２３６万円

町負担 ４，９７６万円

《対象施設》 （以下は令和６年度実績です）

・事業所内保育事業所

①よいサマリヤ人保育園（町内）

②ビンプ保育園（那覇市）

③きらら保育園（八重瀬町）

④ふたば保育園（豊見城市）
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・小規模保育事業所

①めだか保育園

②くわの実保育園

③たいようのおか保育園

④ぱすてる保育園つかざん園

⑤ひまわり保育園

⑥さくら保育園（南城市）

消火体験

保育対策総合支援事業
（担当部署：民生部 こども課）

○保育対策総合支援事業 １億３,５２４万円

１．保育体制強化事業 ３，０５４万円

保育体制強化事業は、保育士資格を有しない子育て経験者などの地域の多様な人材を、保育

に係る周辺業務（遊具等の消毒・清掃、給食･寝具などの準備や片付け、園外活動時の見守りな

ど）に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及

び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備するとともに、児童の園外活動時の安全

管理を図る事業です。

町内では、認可保育所１６園及び、地域型保育施設５園で実施します。町は保育体制強化事業

を行う法人保育園などに対して補助金を交付して保育現場の充実を図ります。

※ 費用割合は県３／４、町１／４となっています。

２．保育補助者雇上強化事業 ８，４６３万円

保育補助者雇上強化事業は、保育士資格を有しない保育補助者を雇い上げる事により、保育

士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図るとともに、その保育補助者に対して保育士資格

の取得を促し、保育人材の確保を行う事業です。

町内では、認可保育所１６園、地域型保育施設５園で実施します。町は保育補助者雇上強化事

業を行う法人保育園などに対して補助金を交付して保育現場の充実を図ります。

※ 費用割合は県７／８、町１／８となっています。

３．保育士宿舎借り上げ支援事業 １，４３５万円

保育士宿舎借り上げ支援事業は、保育所等に採用されて５年以内の常勤保育士に対して、

宿舎を借り上げるための費用の全部又は一部を支援することにより、就業継続及び離職防

止を図り、保育士が働きやすい環境を整備する事業です。

町内では、認可保育所８園、地域型保育施設２園で実施します。町は保育士宿舎借り上げ支

援事業を行う法人保育園などに対して補助金を交付して保育現場の充実を図ります。

※ 費用割合は国１／２、町１／４、事業者１／４となっています。



- 64 -

子ども・子育て支援の充実

４．認可外保育施設衛生・安全対策事業 ３２万円

認可外保育施設衛生・安全対策事業は、認可外保育施設に勤務する保育従事者及び調理担

当職員に対して、定期的な健康診断（労働安全衛生規則第４４条）の実施を推進するための費用

（上限８千円/１人あたり）の全部又は一部を支援する事業です。

町は認可外保育施設衛生・安全対策事業を行う認可外保育施設に対して補助金を交付し、職

員の健康管理の向上と保育施設の衛生管理の充実を図ります。

※ 費用割合は県２／３、町１／３となっています。

５．保育所等におけるＩＣＴ化推進事業補助金 ９８万円

保育所等におけるＩＣＴ化推進事業は、保育所等の保育士の業務において負担となっている書

類作成等の業務について、ＩＣＴ化を推進するための保育業務支援システムの導入に必要な費用

の一部を補助することにより、保育士の業務負担軽減を図る事業です。

町内では、認可保育所１園で実施します。

※ 費用割合は国１／２、町１／４、事業者１／４となっています

６．保育環境改善等事業補助金（安全対策） ４４２万円

保育環境改善等事業（安全対策）は、安全対策として、主に０～２歳児の睡眠中の事故防止対

策に必要な機器の購入費を補助する事業で認可保育所３園で実施します。

また性被害防止のための設備・備品の購入等を行う事業を認可保育所、地域型保育施設で実

施します。

※ 費用割合は国１／２、町１／４、事業者１／４となっています。

公園楽しいな♪ 暖かいね❤
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母子父子家庭医療費助成事業
（担当部署：民生部 こども課）

○母子父子家庭医療費助成事業 １，４１３万円

１８歳未満の児童を扶養している母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成し母子父

子家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ります。

（但し、所得制限がありますので、医療費の助成を受ける場合は毎年現況届を提出し、受給資格

者証の更新が必要です。）

医療費助成の範囲

医療費の自己負担分から、一部負担金を控除した額が対象となります。

（但し、医療保険各法の規定による高額療養費及び附加給付、他の法律等で負担する分を控除し

た額となります。）

一部負担金とは…

通院…１ヶ月１保険医療機関につき１，０００円

※２分の１は県負担金

主な経費

○受給者証印刷製本費 ３万円

○自動償還に伴う事務手数料 ２１万円

○母子父子家庭医療費助成金 １，３８９万円

※母子父子家庭医療費助成金１，４１３万円のうち県が６９４万円を負担しています。
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母子父子家庭医療費助成事業年度別当初予算グラフ

県負担金 町負担金
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こども医療費助成事業
（担当部署：民生部 こども課）

○こども医療費助成事業 ３億４,８５４万円

こども達の健やかな成長に役立てるために、町内在住の高校生卒業年齢までのこどもに対し、

医療費の助成を行います。なお、助成を受けるためには、「受給資格者証」の申請が必要です。

助成対象年齢 ０歳～高校生卒業年齢まで

通院 全額助成

入院 全額助成

主な経費

・受給資格者証等印刷製本費 ２万円

・現物給付（窓口無料方式）及び自動償還に伴う事務手数料等 ７７２万円

・こども医療費助成金 ３億４,０８０万円

※こども医療費助成金は県が１億４，８３２万円を負担しています。

０歳～中学卒業までのこども医療費助成金は、県から２分の１の補助有り。

高校生対象年齢者の医療費については、すべて町の単独費用。

0歳 3歳 就学 中学卒業 高校卒業

県から２分の１補助有り 町単独費用

万円
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こども医療費助成事業年度別当初予算グラフ 県負担金 町負担金
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子供の貧困緊急対策事業
（担当部署：民生部 こども課）

○子供の貧困緊急対策事業 ６，７７１万円

１． 町内に子ども等が利用する居場所を３カ所設置します。

「子ども元気ROOM」 拠点型こどもの居場所

「ママ笑ROOM」 若年妊産婦の居場所

「ここROOM」 若者の居場所（令和７年度新設）

新設する「ここROOM」は、中高生や２０代前後の若者を念頭に、学習支援・就労支援を基本

とした、不登校やひきこもり等の対応を行います。若者の居場所を設置することにより、こどもか

ら若者まで切れ目のない支援を実施することを目的としています。

また、こども課に「子ども元気支援員」を４人配置し、支援を必要とするこどもや若者、若年妊

産婦の状況把握を行うと共に、居場所や適切なサービスへ繋いだり見守りを行い、こどもや若

者の孤立(貧困)対策事業に取り組んでいます。

主な経費 (国庫補助有り)

子ども元気支援員報酬等 １，５１７万円

居場所３カ所の事業委託料 ５，１６１万円

その他（車両リース料、謝礼金、役務費等） ９３万円
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病児保育事業
（担当部署：民生部 こども課）

○病児保育事業 １，１９０万円

児童が病気の治療中又は回復期にあり、保護者が就労等のため

自宅での保育が困難な場合に児童を病院・診療所等に付設された

専用スペースで一時的に預かる事業です。保護者の子育てと就労

の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ります。利用す

る場合は、事前に役場こども課又はわんぱくクリニックにて登録が必

要です。

病児保育委託費 １,１９０万円

すやすやお休み☆

※費用は国・県・町でそれぞれ１／３ずつ負担しています。

実施施設 住所・電話番号

小児科 わんぱくクリニック 字津嘉山１４９０番地

「病児保育 わんぱくルーム」 メディカルプラザつかざん２Ｆ

TEL：０９８－８８８－１２３４

はえばる 病児保育 検索 で検索をお願いします！
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児童館運営事業・単独
（担当部署：民生部 こども課）

○児童館運営事業・単独 ６，８８８万円

児童館は１８歳未満のこどもを対象とし、健全な遊びを与え、その健康の増進及び情操を豊かに

することを目的とした施設です。町内には４つの児童館（北丘、兼城、本部、津嘉山）があり、管理

運営は、１２名（各児童館３名）の児童厚生員（補助員含む）が行います。児童厚生員は、様々な研

修や県内各地の児童館と情報交換を行い、よりよい児童館づくりに努めています。

■児童館行事

１．体験活動

北丘児童館：芸術鑑賞、絵画教室他

兼城児童館：国際交流活動、薬物講話他

本部児童館：クッキング、手芸体験他

津嘉山児童館：ジャグリング体験、食育講座他

２．館外活動等

自然観察、地域交流会、季節行事他

「北丘児童館 こいのぼり掲揚」

■主な経費

１．職員報酬・・・・・２，３７８万円

２．職員手当・・・・・９１１万円

３．報償費等・・・・・７５万円

体験活動の講師謝礼金等

４．需用費・・・・・・・２４１万円

消耗品購入や光熱水費、設備の修繕等の経費

５．役務費・・・・・・・７２万円

利用児童がけがをした場合等の保険料や

水質検査、通信費 「津嘉山児童館 消火訓練」

６．委託料・・・・・・・３７８万円

夜間警備や消防用設備点検等の設備管理にかかる経費

７．使用料・・・・・・・２１万円

AEDの賃貸借等にかかる経費

８．工事請負費・・・２，７６９万円

北丘児童館・津嘉山児童館の防水工事にかかる経費

９．備品購入費・・・３９万円

10．負担金等・・・・４万円
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放課後児童クラブ事業（学童保育事業）・補助
（担当部署：民生部 こども課）

○学童保育事業・補助 ３億９，８７１万円

１．学童クラブ補助金 ３億９，６５１万円

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校児童を対象に、一定の条件を満たした放課後

児童健全育成事業を実施している学童クラブに対し、町から補助金を助成し、児童の健全な育成

を図ることを目的とした事業です。学童クラブの運営に係る費用のほか、支援員の人件費の上乗

せや障がい児の受入、送迎などの実施状況により、補助額が加算されます。

費用は国・県・町でそれぞれ１／３ずつ負担しています。

【学童クラブ別補助額一覧】

1 みやび学童クラブ １，５５８万円 15 正道スマイリークラブ １，６１８万円

2 よなは学童クラブ １，３８４万円 16 いこい学童クラブ １，６４５万円

3 よなは第2学童クラブ １，３８６万円 17 いこい第２学童クラブ １，７８６万円

4 北丘学童クラブ １，３３１万円 18 翔南学童クラブ １，３４３万円

5 第2北丘学童クラブ １，３１２万円 19 みつわ学童クラブ １，７６７万円

6 学童クラブＶＩ－ＶＡ １，３４８万円 20 学童クラブうーまく家 １，４９６万円

7 学童クラブＶＩ－ＶＡぷらす １，３３１万円 21 竹の子学童クラブ １，３４０万円

8 こもれび学童 １，８３６万円 22 第二竹の子学童クラブ １，５１３万円

9 いろは学童クラブ １，３２５万円 23 津嘉山学童クラブ １，４７３万円

10 みつば学童クラブ １，３２３万円 24 津嘉山うむさ学童クラブ １，５２１万円

11 キッズクラブ カナカナ １，４３７万円 25 桃の木学童クラブ １，６０８万円

12 キッズクラブ Linkリンク １，４３３万円 26 かなさ児童クラブ １，５９８万円

13 ドルチェ学童クラブ １，２８５万円 27 はなぞのアーチ学童クラブ（新設） １，４４９万円

14 第２ドルチェ学童クラブ １，２０５万円

【事業別補助額】

●放課後児童健全育成事業（運営費補助） ２億４，４２２万円

一定の基準を満たす学童クラブへの運営に係る費用の補助

●障害児受入推進事業 ５，６９７万円

障がい児のいる学童クラブに専門知識等を有す

る支援員等を配置する為の人件費の補助。

●放課後児童支援員等処遇改善事業４，５３１万円

支援員の処遇改善に取り組むとともに１８時半を

超えて学童保育事業を実施している学童クラブへの

支援員の処遇改善に必要な費用の補助
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●送迎支援事業 ２６８万円

児童の安全・安心を確保するために実施している、車両送迎に必要な燃料費の補助

●運営支援事業（家賃補助） ２，１４６万円

保護者の利用料負担軽減及び、学童クラブ運営の安定化を図るため、民家やアパート等を

借用して平成２７年度以降に新たに開所した学童クラブの家賃の補助

●学童クラブ障害児受入強化推進事業 １，２７２万円

３人以上の障害児を受け入れる場合に、障害児の受け入れに必要となる専門知識等を有す

る支援員等を配置する為の人件費の補助

●放課後児童支援員等処遇改善臨時特例

事業 １，３１５万円

学童クラブで働く職員の処遇改善のため、

賃上げ効果が継続される取組を行うことを前

提として、収入を３％程度引き上げる為の人

件費の補助

２．学童クラブＩＣＴ化推進事業補助金 ５０万円

学童クラブにおいて、業務のICT化を行うためのシステム導入に要した初期費用の補助を行い

ます。１クラブ（支援）につき、１回のみ活用できる補助で、新しくできた１クラブ分です。

費用は国・県・町でそれぞれ１／３ずつ負担しています。

３．学童クラブ支援員等資質向上研修事業 １７０万円

学童クラブの職員が子ども達を見守るために必要な知識や技術の習得、課題や事例を共有す

るための研修を行うことにより、職員の資質の向上を図ります。

費用は国・町でそれぞれ１／２ずつ負担しています。

研修コース：共通、初任、中堅・主任、障がい児担当研修

研修内容：児童クラブ環境整備、学童保育の目的と役割、安全対策等
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放課後児童の居場所づくり支援事業
（担当部署：民生部 こども課）

○放課後児童の居場所づくり支援事業 ３，１０１万円

保護者の利用料負担軽減及び、学童クラブ運営の安定化を図るため、沖縄振興特別推進交付

金を活用し、民家やアパート等を借用して、平成２６年度以前から運営を行っている学童クラブに

対して一ヶ月２５５，５００円を上限とする家賃補助や、学童クラブが、生活保護世帯及びひとり親家

庭、非課税世帯に対し学童保育料を減免した金額の補助（利用児童一人につき保育料の半額補

助（月額上限５，０００円）を行います。

また、クラウドシステムを導入し、児童の入退所や職員の出退勤などのICT化を図ることで、更な

る学童クラブ運営の安定を目指します。

１．学童クラブ家賃補助金 １，９８６万円

※補助対象 １２支援クラブ

みやび学童クラブ、よなは学童クラブ、

よなは第２学童クラブ、北丘学童クラブ、

学童クラブVI-VA、学童クラブVI-VAぷらす、

いろは児童クラブ、みつば児童クラブ、

ドルチェ学童クラブ、第二ドルチェ学童クラブ、

翔南学童クラブ、竹の子学童クラブ

２．学童クラブ保育料減免補助金 ８１０万円

※補助対象 ２７支援クラブ（全学童クラブ）

学童保育料の半額（上限５，０００円）の補助 ５，０００円×１３５人×１２ヶ月

３．学童クラウドシステム委託料 ３０５万円

学童クラブの質の向上及び運営の平準化を図り、安心して児童を預けられる環境を整えるた

めに、児童の入退室所管理や施設情報及び業務報告等を行うことが出来るクラウドシステムを

導入し、活用します。
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ファミリーサポートセンター事業
（担当部署：民生部 こども課）

○ファミリーサポートセンター事業 ７２１万円

ファミリーサポートセンターは、子育ての援助をしてほしい人（おねがい会員）と子育てのお手伝

いができる人（サポート会員）が会員登録し、有償でお互い地域の中で助け合いながら子育てをす

る会員制の相互援助活動を行う事業です。会員の登録、講習会等の実施、サービスの実施など相

互援助活動がスムーズに行われるよう様々なサポートを行うとともに、安心して子育てができるよう

仲介・調整を行い、子育て世代の福祉の向上を図っています。

【 主な援助の内容 】

①保育施設等の保育開始時間前や保育終了後の子どもを預かること

②保育施設等までの子どもの送迎を行うこと

③学童保育終了後に子どもを預かること

④子どもが軽度の病気の時に預かること

⑤冠婚葬祭又は行事等の時に子どもを預かること

⑥保護者の病気の時、急用がある時に子どもを預かること

主な経費 ファミリーサポートセンター事業委託料 ７２１万円

※ 費用負担は国１／３、県１／３、町１／３となっています。

○令和７年３月末現在会員数

おねがい会員 ４２４人、 サポート会員 １２２人、 どっちも会員 ６０人 合計 ６０６人

★ファミリーサポートセンターについてのお問い合わせ ８８９－３３２７（町社会福祉協議会）

ファミサポ はえばる 検索 で検索をお願いします！

地域子育て支援拠点事業
（担当部署：民生部 こども課）

○地域子育て支援拠点事業 ３，０８９万円

地域子育て支援拠点事業とは、保育所等の地域

の身近な場所で、子育て家庭が相互の交流を行う場

所を開設し、子育てについての相談、情報の提供・

助言、子育てサ－クルなどへの支援や地域の保育需

要に応+じた支援を行う事業です。

主な経費

宮平保育所運営費 ４７５万円

法人保育園補助金

（かねぐすく保育園・津嘉山保育園、

よなは第2保育園） ２,６１４万円

※費用割合は国１／３、県１／３、町１／３となってい

ます。 いらっしゃいませー（お店屋さんごっこ）♪
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児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当事業
（担当部署：民生部 こども課）

○児童手当事業 １４億２,２５２万円

高校卒業まで（１８歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の児童を養育している方に対し、以下

の金額を支給する制度です。

児童手当の額

児童手当の額

児童の年齢 (１人当たり月額)

３歳未満 １５,０００円

(第１子・第２子)

３歳以上～ １０,０００円

高校生年齢

(第１子・第２子)

全年齢 ３０,０００円

(第３子以降)

【費用負担内訳】

国庫負担金 県負担金 町負担 ※費用負担割合も令和６年

割合 ８０% １０% １０% １０月分より変更有り。

金額 １１億５,６１８万円 １億３,２８２万円 １億３,２８２万円

【児童手当事業費】

消耗品費 １万円 印刷製本費 ７万円

通信運搬費 ６２万円 児童手当費 １４億２,１８２万円

○児童扶養手当事業

父母の離婚等で、父親や母親と生計を共にできない児童（１８歳の誕生日後の最初の３月３１日

まで）が育成される家庭（ひとり親家庭など）に以下の金額を支給する制度です。

なお支給は沖縄県がおこなうため、町においての予算はありません。

区分 全部支給（月額） 一部支給（月額）

児童が１人の場合 ４６，６９０円 ４６，６８０円 ～ １１，０１０円

児童２人目以降の加算額 １１，０３０円 １１，０２０円 ～ ５，５２０円

（１人につき）

※手当額は、所得等に応じて減額・支給停止になります。
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児童扶養手当 認定世帯数（各年８月現在）

区分 死 別 離 別 未婚の母 障害（父） 重複 遺棄 その他 計

令和３年 ７ 512 60 6 22 0 0 607

令和４年 11 526 59 7 23 0 2 628

令和５年 12 536 70 7 16 0 1 642

令和６年 1１ 547 68 7 14 0 1 648

○特別児童扶養手当事業

身体や精神に障害がある２０歳未満の児童を養育している人に以下の金額を支給する制度で

す。

なお支給は沖縄県がおこなうため、町においての予算はありません。

１級の児童１人（月額） ２級の児童１人（月額）

５６，８００円 ３７，８３０円

※手当は、所得等に応じて支給停止になる場合があります。

特別児童扶養手当 認定支給対象児童数（各年１２月現在）

区分 外部障害 内部障害 知的障害 精神障害 知的+精神 重複 計

令和３年 19 23 61 151 76 4 334

令和４年 17 22 56 176 93 7 371

令和5年 21 19 61 202 92 6 401

令和６年 25 12 70 237 82 4 430
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認定こども園事業・補助
（担当部署：民生部 こども課）

○認定こども園事業・補助 １億１，１２７万円

認定こども園は、教育を必要とする満３歳から小学校就学前の児童（１号認定児童）と保護者が

就労、病気や出産などを理由に保育を必要とする小学校就学前の児童（２号・３号認定児童※）を

受入れ、幼児教育・保育を一体的に行う施設であり、幼稚園と保育所（園）の両方の良さを持った

施設です。

南風原町内にはこれまで認定こども園はありませんでしたが、平成３１年度より開邦幼稚園が私

立幼稚園から認定こども園へ移行しました。令和３年度からは２歳児の受入れも開始しました。

認定こども園の運営は、保護者からの保育料及び国・県・南風原町からの補助を受けて行われ

ています。

《主な経費》

施設型給付費（認定こども園運営費） １億１，１２７万円

（財源内訳）

国庫支出金 ５，０１２万円

県支出金 ３，０２７万円

町負担 ３，０８８万円

《対象施設》 （以下は令和６年度実績です）

①開邦幼稚園（町内）

②光の子幼稚園（那覇市）

③ナザレ幼稚園（那覇市）

④聖マタイ幼稚園（豊見城市）

⑤ゴスペル幼稚園（糸満市）

⑥童夢認定こども園（那覇市）

⑦中城みなみ保育園・幼稚園（中城村）

⑧善隣幼稚園（西原町）

⑨津山幼稚園（糸満市）

⑩かぐらこども園（那覇市）

⑪米須こども園（糸満市）

⑫あおぞらこども園（南城市） 植物を植えている様子

⑬愛心こども園（那覇市）

⑭ポプラこども園（那覇市）

⑮浜田ハピネス認定こども園（与那原町）

⑯上間さつき認定こども園（那覇市）

⑰みずき認定こども園（那覇市）

他 ５園



- 77 -

子ども・子育て支援の充実

幼児教育・保育無償化事業
（担当部署：民生部 こども課）

○幼児教育・保育無償化事業 ３，３８０万円

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる利用負担の

軽減を図る少子化対策の観点などから、３歳児クラスから５歳児クラスの子ども及び市町村民税非

課税世帯の０歳児クラスから２歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施しま

す。

【対象者】

・３歳児クラス～５歳児クラスのすべての子ども

・満３歳で幼稚園や認定こども園（教育認定）へ入園した子ども

・０歳児クラス～２歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子ども

【対象範囲】

・保育所、認定こども園の保育料：上限額なし（保育料全額無償化）

・幼稚園の保育料：月額２５，７００円までの範囲で無償化

・認可外保育施設等の保育料： ０～２歳児クラス：月額４２，０００円までの範囲で無償化

３～５歳児クラス：月額３７，０００円までの範囲で無償化

・預かり保育料：月額上限１１，３００円までの範囲で無償化（日額４５０円）

【主な経費】

・会計年度任用職員報酬（※期末手当、通勤手当等含む） ６０８万円

・通信運搬費等 ２６万円

・子育てのための施設等利用給付費 ２，７４６万円

※上記の費用は、国１／２、県１／４、町１／４負担しています。

乳児等通園支援事業
（担当部署：民生部 こども課）

○乳児等通園支援事業 １，０４４万円

乳児等通園支援事業とは、生後６か月から満３歳未満で保育所等に

通っていないこどもを育てている家庭が、月一定時間までの利用可能

枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通

園制度(「こども誰でも通園制度」)です。

主な経費 宮平保育所運営費 ４３２万円

法人保育園補助金 ６１２万円

、

※費用割合は国３／４、町１／４となっています。

園庭遊び♪
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妊婦のための支援給付事業（妊婦等包括相談支援事業型）
（担当部署：民生部 国保年金課）

○妊婦のための支援給付事業 ６，８２３万円

妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊

婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業（伴走型相談支

援）」を一体的に実施します。

主な経費

妊婦のための支援給付金 ５，５００万円

会計年度任用職員報酬 １，０９４万円

その他の経費 ２２９万円
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包括的支援事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○包括的支援事業 ５，１４７万円

１．地域包括支援センター ４，１０８万円

地域包括支援センターは、介護・保健・福祉の専門職がチームとなって、高齢者およびその

家族からの相談や、高齢者の見守り、心身の状態にあわせた支援等を行う高齢者の総合的な

相談支援の拠点です。

具体的には ①高齢者に関する介護・保健・福祉・医療等の総合相談。

②高齢者虐待への対応、成年後見制度の利用促進、困難事例の対応等

権利擁護に関する支援。

③要支援１，２と認定された方・基本チェックリスト該当者のケアプラン作成。

④関係機関との調整や、ケアマネジャーの支援。

⑤地域ケア会議の開催

主な経費

地域包括支援センター運営費 ３，７１５万円

包括支援センターシステムに係る経費等 ３４8万円

地域ケア会議講師謝礼金 ４５万円

２．在宅介護支援センター運営事業（地域型） １，０３５万円

在宅介護支援センタ－は、高齢者が住みなれた町で安心して暮らしていけるように、介護・保

健・福祉の相談などを行う身近な相談窓口です。

各種福祉サ－ビスが利用できるように、地域包括支援センターと連携をとりながら「介護の予

防」と「生活の支援」に重点を置いて支援を行います。

具体的には ①自宅での介護に関する相談を行います。

②介護サ－ビスを受ける為の利用手続きをお手伝いします。

③保健・福祉・介護サ－ビス等の紹介をします。

④介護保険に該当しない方々への生活支援サ－ビスを紹介します。

⑤高齢者の生活状況を把握し課題の早期発見・解決の支援を行います。

主な経費

在宅介護支援センター運営事業委託料 １，０３５万円

（町社会福祉協議会へ委託）

３．地域包括ケア推進協議会 ４万円

地域包括支援センターの適切な運営に関する事項等や福祉事業の円滑な推進のため推進

協議会を設置しています。

主な経費

地域包括ケア推進委員謝礼金 ４万円

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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生活支援体制整備事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○生活支援体制整備事業 １，４２４万円

高齢者の生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進

することを目的に、生活支援サービスのコーディネート機能を担う生活支援コーディネーターの配

置及び協議体を設置しています。

１．生活支援コーディネーターの配置 （町社会福祉協議会及び千尋会に委託）

生活支援コーディネーターは、町社会福祉協議会に２名、千尋会に１名配置し、民間企業やボ

ランティア、自治会、社会福祉協議会等、地域の多様な社会資源を活用しながら取組みのコーデ

ィネート機能を担い、地域での一体的な活動を推進します。具体的に以下の業務を行います。

①資源開発

・地域に不足する生活支援サービス、支援の創出

・サービスや生活支援の担い手の養成

・元気な高齢者が担い手として活動する場の確保等

②ネットワーク構築・関係者間の情報共有

・関係者間の情報共有

・サービス提供主体間の連携体制づくり等

③ニーズと取組のマッチング

・地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動をマッチング等

２．協議体の設置

生活支援コーディネーターと協力しながら、多様な生活支援サービスの提供主体等と定期的な

情報共有及び連携・協働による新たな生活支援サービスの創出を行うネットワークの場として「協

議体」を運営します。

主な経費 生活支援コーディネーター委託料等 １，４２４万円
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障がい者（児）・高齢者支援の充実

家族介護支援事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○家族介護支援事業 ４７３万円

１．家族介護者等支援事業

①家族介護者交流事業（元気回復事業）

介護が必要とされる高齢者や認知症の高齢者等を自宅で介護している家族の方々が、介

護者どうしの交流や情報交換、レクリエーションを通して日頃の介護疲れを軽減し、心身のリ

フレッシュを図れるよう支援します。

実施内容 ： 新年会、ピクニック、宿泊研修等の交流事業

対 象 者 ： 高齢者等を在宅で介護している家族

②家族介護教室

自宅で家族を介護している方等が、介護の方法や認知症の方への対応、保健福祉制度な

どについて学び、介護者の精神的・身体的負担の軽減を図ります。

実施内容 ： 高齢者向け料理教室、認知症予防の大切さ等

対 象 者 ： 高齢者等を介護している家族及び地域の支援者等

主な経費 家族介護者等支援事業委託料 ４０万円

ご相談はこちらまで 南風原町社会福祉協議会

場 所 総合保健福祉防災センター「ちむぐくる館」内

電話番号 ８８９－３２１３ ※ お気軽にご相談ください。

２．老人福祉医療助成金支給事業

自宅（入院含む）で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者に対し、健康保険などの保険外負担

となっているおむつ代の助成をします。

主な経費 老人福祉医療助成金 ３６７万円

老人福祉医療助成金振込通知 ６万円

対 象 者 ： 次の①～⑦の要件全てに該当する方が支給対象となります。

①６５歳以上で、おむつ使用が６ヶ月以上継続している方

②介護保険施設に入所していない方

③南風原町に住民登録してから６ヶ月以上になる方

④生活保護等の他の制度でおむつ代の補填等を受けていない方

⑤南風原町の介護保険被保険者である方

⑥町県民税が非課税である方

⑦介護認定の認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目において「介助」又は「見守り等」

に該当する方（令和６年度から新規申請の方）

支給額 月額２，５００円
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障がい者（児）・高齢者支援の充実

３．介護用品支給事業

自宅で高齢者を介護している家族の負担を軽減し要介護者の家庭生活の継続と向上を図る

ため介護用品を支給します。(介護保険第２号被保険者で特定疾病に該当する者を含みます)

主な経費 家族介護用品給付費 ５０万円

対 象 者 ： 本町に住所があり、要介護４又は５に相当し、町民税非課税世帯で自宅に

住む高齢者などを介護している家族。（入院中は給付を受けることができま

せん）

給付の方法 ： 町に申請して給付券を受取り、町が指定した薬局で給付券を提示し必要な

用品と交換します。

給 付 額 ： １人あたり年額１０万円（上限）

用品の種類 ： 紙おむつ、尿とりパット、消臭剤等

４．南風原町介護者の会（にじの会）補助金

にじの会は、在宅で家族を介護している方等が会員となって組織する当事者団体です。

会員相互の交流をはじめ、介護に関する情報交換及び福祉制度・サービスに関する学習会

等をとおして介護者の心身リフレッシュや介護負担の軽減を図ることで「よりよい介護」を目指し

た様々な事業・活動を実施しています。

主な経費 南風原町介護者の会（にじの会）補助金 １０万円
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障がい者（児）・高齢者支援の充実

認知症施策推進事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○認知症施策推進事業 ７９１万円

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、認知症の症状の変化に応じ、

すべての機関を通じて必要な医療・介護などが連携したネットワークを形成し、認知症の人に

対して効果的な支援が行われる体制を構築することを目的に事業を推進します。

１．認知症地域支援推進員の配置 ７５１万円

地域の実情に応じて、認知症ケアの向上を図る為の取り組みを推進するための、中心的な役

割として認知症地域支援推進員２名の配置を行います。 具体的には以下の業務を行います

①認知症の方やその家族を支援する相談や関わり方の指導

②認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

③認知症の容態に応じた適時適切な医療・介護等の提供

主な経費 看護師嘱託員報酬等（認知症地域支援推進員） ７５１万円

２．認知症初期集中支援チームの設置 ９万円

専門医・専門職で構成するチームで、認知症の方やその家族に早期に関わり、認知症の早

期診断・対応に向けて支援を行う事業です。

主な経費 認知症初期集中支援チーム等謝礼金 ９万円

３．認知症カフエ ３１万円

認知症の方や家族、地域住民が認知症について学び、交流する場を作ります。

主な経費 講師謝礼金等 ３１万円
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介護予防事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○介護予防事業 ４，９３５万円

１．一般高齢介護予防通所事業（地域型） １，６５８万円

地域の公民館・集会所・ちむぐくる館（中央型）を拠点にして健康チェック・レクリエーション・介

護予防運動・趣味活動（グラウンドゴルフ、健康講話、手工芸など）を提供し、高齢者の生きがい

と健康づくり、社会参加を促進し、社会的孤立感の解消や自立した生活の支援を行います。

主な経費 一般高齢介護予防通所事業委託料 １，６５８万円

１８の自治会で実施しています。

実施施設 ： 「各自治公民館・集会所」

地域ミニデイサービスのようす（喜屋武） 中央型ミニデイのようす（ちむぐくる館）

２．食の自立支援サービス事業（配食サービス） ２８７万円

自宅で生活する高齢者が健康で自立した生活を送ることができるために、栄養バランスのと

れ た食事を届け、高齢者の食生活の確保と健康の維持を図ると共に、安全の確認をするなど生

活 の支援を行います。

主な経費 食の自立支援サービス事業委託料 ２８７万円

対象者 ： おおむね６５歳以上の単身高齢者、高齢者のみの世帯やこれに準ずる世帯

の高齢者等かつ調理が困難な方で支援が必要だと認めた方。

内 容 ： 月曜から金曜、昼食、夕食で必要な範囲で決定。（年末年始除く）

利用料 ： １食 ３００円

３．高齢者水中運動教室 ５３９万円

膝・腰などの関節に疾患がある方等を対象に、水中運動による症状改善を目的として、高齢

者水中運動教室を開催します。

主な経費 一般介護予防事業 水中運動教室委託料（一般クラス、２教室） ６７万円

一般介護予防事業 水中運動教室委託料（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟｸﾗｽ）（通年) ２６１万円

介護予防・生活支援サービス事業 水中運動教室委託料（通年） ２１１万円

（要支援１・２、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方）

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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４．運動機能向上事業 講師謝礼金 １１７万円

①一般介護予防事業（訪問型サービス事業）

保健師・看護師・運動指導士・リハビリテーション職の専門職が、要介護状態及び要支援状

態になるおそれのある高齢者の居宅を訪問し、必要な相談・指導を実施することにより、要介

護状態等になることを予防し自立した生活を送れるよう支援します。

主な経費 運動機能向上事業講師謝礼金 １３万円

②一般介護予防事業（地区公民館）

運動習慣を身につけ、筋力柔軟性の向上を図ることで要介護状態となることを予防するた

め、月２回運動指導士等を派遣して指導しています。

主な経費 運動機能向上事業講師謝礼金 ９６万円

③ノルディックウォーキング教室講師謝礼金

ノルディックウォーキングとは、専用のポールを使用するウォーキングで、膝の関節・脊柱へ

の負担を軽減し、効果的な〝有酸素運動〟として、下半身だけではなく、腕や上半身の筋肉

など全身を使うエクササイズです。

主な経費 ノルディックウォーキング教室講師謝礼金 ８万円

第２団地集会所での体操教室の様子

５．リハビリテーション専門職謝礼金 ５３万円

地域における介護予防の取組みを機能強化し、要介護状態になっても生きがい・役割を持っ

て生活できる地域の実現を目指し、高齢者の自立支援に対する取り組みを推進します。

主な経費 リハビリテーション専門職謝礼金 ５３万円

６．操体事業 講師謝礼金 ２４万円

介護予防を目的とした健康体操の一つとして、操体法の講師を派遣して指導しています。

主な経費 操体事業講師謝礼金 ２４万円

実施場所 町総合保健福祉防災センター（毎月第２・第４水曜日）（自主活動・毎週）

津嘉山児童館（毎月第２・第４水曜日）（自主活動・毎週）

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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７．運動機能向上事業 ６８１万円

一般介護予防事業は、高齢者の介護予防を促進するため、専門の事業者が安全かつ効

率的に運動プログラムで指導します。

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援１・２及び基本チェックリストにより生活機能の

低下がみられた方に対し、個々に合わせたプログラムを作成し、健康運動指導士等の専門員

による自重負荷運動やマシントレーニング等を指導、週２回で３ヶ月程度実施します。

主な経費 一般介護予防事業

筋力トレーニング教室（一般・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ）（通年）委託料 ２５９万円

介護予防・生活支援サービス事業

筋力トレーニング教室（通年）委託料 ４２２万円

運動機能向上事業（一般介護予防事業）

「ＮＢ沖縄」

８．総合事業プラン作成委託料 ３６６万円

要支援１・２及び基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方に対し、総合事業に

よるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントします。

主な経費 総合事業プラン作成委託料 ３６６万円

９．介護予防ニーズ調査委託料 ８６万円

10．その他、介護予防事業 １，１２４万円

介護予防事業実施をスムーズに行うため看護師、理学療法士を配置し各種介護予防事業を

実施していきます。

主な経費 介護予防事業看護師・理学療法士報酬等 １，０７７万円

その他需用費・役務費・使用料等 ４７万円

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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介護保険運営事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○介護保険運営事業 ４億４，１３５万円

南風原町の介護保険は、「沖縄県介護保険広域連合」に加入し運営されています。介護保険広

域連合が安定的に運営されるよう、介護給付費及び予防給付費に要する費用の１２．５％に相当

する額を介護保険広域連合に支出しています。

主な経費

沖縄県介護保険広域連合負担金 ４億４，１３５万円

・一般会計にかかる予算 ８，０５１万円

・特別会計にかかる予算 ３億５，４５９万円

（介護保険給付費等 ３億２，６６１万円、 予防給付費等 ２，７９８万円）

・窓口受付業務会計年度任用職員・その他の経費 ６２５万円

【沖縄県介護保険広域連合】 http://www.okinawa-kouiki.jp/index.html

広域連合では、２９市町村が一つの大きな組織を作ることによって、介護保険財政を安定させ、

介護サービスの平準化を図っていきます。また、構成市町村の英知を結集して、保険料やサービ

スの適正化をはじめ、離島などサービス基盤の不十分な地域への対策など、諸課題の解決に取り

組むことによって、効率的で質の高い事業の実施を目指しています。

介護保険料は３年ごとに見直しを行ない、第９期事業計画（令和６年度から令和8年度まで）は

所得に応じて、１６段階の保険料を設定しています。

介護保険の負担割合グラフ（保険料５０％、公費５０％）

国の負担

25%

県の負担

12.5%

町の負担

12.5%

第2号被保険者

（40歳～64歳）

の保険料

27％

第1号被保険者

（65歳以上）の

保険料

23%

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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障がい者（児）・高齢者支援の充実
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高齢者地域支援体制整備・評価事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○高齢者地域支援体制整備・評価事業 ９８３万円

１．軽度生活援助事業 １０３万円

この事業は、日常生活をしていくことに支障がある高齢者世帯に対して、家事をするホームヘ

ルパー（お手伝い）を派遣し、高齢者の健康の維持や生活の安定を目的とします。６５歳以上で

介護保険の要介護認定を受けていない方が対象です。費用は１時間当たり１２０円で利用でき

ます。

主な経費 軽度生活援助事業委託料 １０３万円

サービスの内容

①食事の準備、片付け

②ふとんなどの日干しや衣類の洗濯、出し入れ

③家の中の掃除

④買い物支援

２．ふれあいコールサービス事業 ５１万円

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯などへ定期的に電話をかける事で、健康状態の確

認や心のふれあいを図ります。週３回利用することができ個人負担はありません。

主な経費 ふれあいコールサービス事業委託料 ５１万円

３．福祉電話設置事業 ２万円

福祉電話は所得の低い１人暮らし高齢者又は高齢者世帯で、緊急連絡手段の確保が必要な

方が対象となります。基本料金・通話料は本人負担となります。

主な経費 福祉電話設置費 ２万円

４．外出支援サービス事業 ４７０万円

① 町に住所を有するおおむね６５歳以上の在宅高齢者で、一般の交通機関を利用する事

が困難な方に対し、リフト付きワゴン車で自宅と医療機関等の送迎を行います。

利 用 料 ： 無料

利用時間 ： 月～金曜日の午前９時から午後５時（祝日・年末年始は休み）

利用範囲 ： 町内及び隣接する市町村

② 高齢者の方で歩行に不安があるために、自分で「一般高齢介護予防通所事業」の提供

場所（地域公民館・集会所）まで歩くことが困難で、家族などの援助が困難な方の送迎を行

います。（利用料は無料です）

主な経費 外出支援サービス事業委託料 ４７０万円（町社会福祉協議会へ委託）

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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５．高齢者外出支援タクシー利用料金助成事業 ３０３万円

買物、通院等の外出の際に、経済面などでタクシー利用を控えている高齢者で家族等の支

援が得られない方など、在宅の高齢者及び高齢者のみ世帯へタクシー利用券を交付します。

タクシー利用料金の一部を助成することにより、経済的負担の軽減、日常生活の利便性向上、

自立した生活を支援します。

■対象者

①本町に在住し、かつ住民登録のある方

②７0歳以上の方（介護保険施設、高齢者向け施設入所者を除く）のみで構成される世帯

に属していること

③世帯全員が町民税非課税であること

④世帯内に自家用自動車を所有している者がいないこと

⑤町内に自家用自動車を所有する協力的な親族等がいないこと

主な経費

タクシー利用券印刷費 ４万円

タクシー会社委託料 ２８８万円

外出支援システム保守委託料 １１万円

６．高齢者日常生活用具給付事業 ５４万円

日常生活用具を必要とする高齢者に、給付又は貸与することで、日常生活の便宜を図り、自

立支援や介護予防を促進することを目的としています。対象者は、介護保険サービス対象と

なっていない方で特に必要性がある方となります。

主な経費

日常生活用具給付事業 ５４万円

○給付及び貸与できる用具

歩行支援用具（手すり、スロープ等）、腰掛便座（ポータブルといれ等）、入浴補助用具（シ

ャワ用椅子等）、電磁調理器、火災警報器、自動消火器などがあります。

※１割負担で購入できますが、所得に応じた負担や支給額には限度があります。

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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重度心身障がい者（児）医療費助成事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○重度心身障がい者（児）医療費助成事業 ６，０９２万円

心身に重度の障害のある方の医療費の自己負担額分（保険適用外診療や高額療養費、付加

給付、食事療養費は除く）に対し、助成を行います。

主な経費

重度心身障がい者（児）医療費助成金 ６，０４１万円

事務委託料等 ４８万円

印刷製本費 ３万円

【 医療費助成対象者 】

医療保険に加入している方で障害の程度が次のいずれかに該当する方

１．身体障害者手帳１級または２級の方

２．療育手帳A１またはA２の方

３．身体障害者手帳３級かつ療育手帳B１の方

４．療育手帳B１かつ特別児童扶養手当１級の支給を受けている方

５．療育手帳B１かつ障害年金１級を受給している方

※療育手帳は沖縄県が交付しているものに限ります。

※受給には資格認定申請が必要です。

また所得による制限があり、毎年所得審査を行います。

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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自立支援医療費事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○自立支援医療費事業 ６，６４１万円

１．更生医療給付事業 ５，６５５万円

身体障害者手帳の交付を受けた１８歳以上の方で、その障がいを軽減・除去し、日常生活能

力や職業能力の回復向上をはかるために必要な医療（医療に要する費用）が必要とされた場合

に、更生医療費の給付（支給）を行います。

なお、世帯の所得に応じ自己負担があります。

【 公費負担の内容 】

角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術（ペースメーカー埋込み手術等）

人工透析療法、じん臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法、抗ＨIＶ療法など

２．育成医療給付事業 １９１万円

医療を行わないと将来障がいを残すと認められる疾患がある児童（１８歳未満）で、その身体

障がいを軽減・除去する手術等の治療によって確実に効果が期待できる児童に対して提供され

る、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

※対象となる障がいと標準的な治療の例

・股関節脱臼・耳奇形・口蓋裂等 形成術

・唇顎口蓋裂の手術以外に歯科矯正が必要な場合

・心臓手術、人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

・小腸機能障害 中心静脈栄養法

・ＨＩＶによる免疫機能障害の抗ＨＩＶ療法、免疫調節療法等

・その他の先天性内臓障害等の外科手術等

更生医療申請方法
（申請から決定に至るまでの流れ）

申請者
市町村

（実施主体）
沖縄県身体障害者
更生相談所

（医学判定実施機関）

②申請

指定自立支援医療機関
（更生医療）

⑤支給決定・
受給者証交付

①更生医療
意見書交付

⑥更生医療による
治療開始（受診）

③判定依頼

④判定書送付

（⑤支給決定・受給者証交付に
関する通知等連絡）

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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なお、世帯の所得に応じ自己負担があります。

３．療養介護医療給付事業 ７８０万円

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関（施設）での医療にかかる給付を行う事業です。

４．自立支援医療費審査事務手数料 １５万円

市町村地域生活支援事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○市町村地域生活支援事業 ７，５８５万円

障がい者及び障がい児（以下「障がい者等」とする。）が自立した日常生活又は社会生活を営む

事ができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実

施し、障がい者等の福祉増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず町民が相互に人格と個

性を尊重し安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的に実施しています。

１．意思疎通支援事業 ６１７万円

育成医療申請方法
（申請から決定に至るまでの流れ）

申請者
市町村

（実施主体）
沖縄県小児保健協会
（医学判定実施機関）

②申請

指定自立支援医療機関
（育成医療）

⑤支給決定・
受給者証交付

①育成医療
意見書交付

⑥育成医療による
治療開始（受診）

③判定依頼

④判定書送付

（⑤支給決定・受給者証交付に
関する通知等連絡）

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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①手話通訳設置事業

意思疎通を図ることに支障のある聴覚障がい者等の支援を目的に手話通訳者を配置し

庁舎内での支援や外出先での手話通訳者派遣支援の調整を行っています。

（主な経費） 手話通訳士会計年度任用職員報酬等 ３８２万円

②手話・要約筆記奉仕員派遣事業

聴覚障がい者の要望に応じて、通院や学校行事（三者面談、家庭訪問など）、会議や

講演会などへの手話・要約筆記奉仕員の派遣（斡旋）をします。また、時間外及び休日

の緊急時派遣は委託にて実施しています。

（主な経費） 手話・要約筆記奉仕員派遣報償費等 ９６万円

時間外緊急コミュニケーション支援事業委託料 ５３万円

遠隔手話通訳に係る経費 ２４万円

頸肩腕症検診料 ３万円

③手話奉仕員養成講座 ５９万円

聴覚障がい者への初歩的なコミュニケーション方法を学習すると共に、聴覚障がい者の

社会参加を支援する手話奉仕員の養成講座です。南城市、八重瀬町との共同開催で実

施します。

２．相談支援事業 ２，９０７万円

①障害者支援相談事業委託料 ２，０６７万円

地域の障がい者等の福祉に関するいろいろな問題について障がい者等や家族から

の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うため支援相談員を配置します。

町社協へ委託して事業を実施します。

②基幹相談支援センター設置事業 ８４０万円

町社協に委託する障害者支援相談事業における支援相談員への指導助言・人材育成、

権利擁護及び虐待防止体制の支援等を行うため基幹相談支援員を配置します。

また、町社協、地域包括支援センター、児童福祉等相談員（こども課）及び各機関と連携

し総合的な相談支援体制づくりに取り組んでいきます。

３．南風原町障がい者自立支援協議会等 ８万円

地域の相談支援をはじめとする、地域の障がい福祉に関する協議をします。

※障がい者等の自立した地域生活を支援するための方策や、処遇困難な障がい者等への

支援の方策等を協議します。

４．障がい者虐待防止に係る経費 ４８万円

（主な経費） 障がい者虐待対応専門職会謝礼金 ６万円

虐待防止等研修講師謝礼金 １万円

障がい者虐待緊急一時保護委託料 ４０万円

医師意見書作成手数料 １万円

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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５．成年後見制度利用支援事業費 １５０万円

障害等により、物事を判断する能力が十分でない方に対して、本人の権利を守る

援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

６．日常生活用具給付等事業 １，１２０万円

障がい者等に対して日常生活の便宜を図るため、自立生活支援用具等の日常生活用具

の給付をします。

（主な用具） ストマ、紙おむつ、吸引・吸入器、血圧計、

視覚障がい者用体温計、聴覚障がい者用情報通信機器（FAX）等

７．移動支援事業 ３７７万円

屋外の移動に困難がある障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促すために、

外出支援を行う事業です。

（主な経費） 移動支援事業費 ３７４万円

地域生活支援事業支払委託料 ３万円

８．地域活動支援センター機能強化事業 ５００万円

地域で生活する障がい者等が、憩いと利用者間の交流の場として利用する場所です。

また、創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進など便宜を図り、

機能訓練・社会適応訓練の活性化を目的とする事業です。

９．重度障がい者等就労支援特別事業 ３４９万円

重度障がい者等（重度訪問介護、同行援護、行動援護を利用する者）が就労するた

めに必要な支援体制を雇用施策と連携し、構築した上で現行の障害福祉サービスに

おいて「経済活動」を理由に、サービスの利用ができない時間がある方に対して、

就労するにあたり必要な身体介護等を提供します。

１０．発達障がい児支援事業 ４１１万円

「親子通園事業」と「ペアレントプログラム」を児童発達支援センターの指定を受ける事業所

へ委託し、取り組みます。

（主な経費） 児童発達支援事業委託料 ４１１万円

①親子通園事業

発達が気になる子（未就学児）の保護者が子どもと一緒に小集団で行う保育事業に

通い、子どもとの関わり方や子どもの特性を「親子通園事業」の職員と共に考えます。

②ペアレントプログラム

保護者が子どもの発達の特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応が

できるよう学習方式で行うプログラムを行います。

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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１１．その他の地域生活支援事業 １，０９８万円

①日中一時支援事業 １７９万円

障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援および

日常的に介護している家族の一時的な休息を支援することを目的とする事業です。

②社会参加支援事業

イ．声の広報等発行事業 ５１万円

文字による情報入手が困難な障がい者等のために、声での訳などの方法を使って、

町の広報や障がい者が地域生活をする上で、必要度の高い情報などを定期的に提供

します。町のホームページでも声の広報を掲載しています。

ロ．レクリエーション活動支援事業 ２２万円

障がい者等が、個々の能力や適性に応じて自立した日常生活及び社会生活を営むこ

とができるようスポーツ教室を開催しています。

ハ．自動車運転免許取得・改造助成金 ２０万円

③福祉機器リサイクル事業委託料 ２３万円

不用になった福祉機器を譲り受け修理し、必要とする方へ貸し出しを行っています。

町社協へ委託して事業を実施します。

（対象用具） ・特殊ベッド《介護ベッド》 ・シャワーチェアー ・車椅子等

④障害福祉啓発活動に係る経費 ３万円

⑤障害支援区分認定調査等事業

障がい者の介護の必要度を認定するための調査を行います。区分の認定には障害支援

区分認定審査会の審査を必要としますので、２カ月程度の期間を要します。

（主な経費） 区分認定調査員報酬等 ７３０万円

主治医意見書作成手数料 ７０万円

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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介護給付・訓練等給付事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○介護給付・訓練等給付事業 ２１億１，６８１万円

心身に障がいや難病等がある方に、障がいの程度や介護の必要度、また身の周りの状況等に

よって、生活を支えるための様々なサービス等を提供します。

１．障害福祉サービス（障がい者を対象） １３億５，０２２万円

①居宅介護

障がいのある方で、日常生活に対する支援が必要な方に対して入浴、排せつ、食事等の

身体介護や調理、掃除等の家事援助を訪問介護員（ホームヘルパー）が行います。

②重度訪問介護

重度の障がいで常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排泄、食事等の介助や外出時の移

動の補助をします。

③同行援護

視覚障がいの為、移動に著しい困難を有する障がい者と同行し、余暇活動等の外出時に移

動に必要な情報の提供をするとともに、排せつ、食事等の必要な支援を行います。

④行動援護

知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい者等であって、常時介

護を必要とする方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、移動中の介

護、排せつ等の必要な援助を行います。

⑤療養介護

医療機関（施設）において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介

護、日常生活上の世話等必要な医療を要する方に健康の維持及び療育支援を行います。

⑥生活介護

常時介護を必要とする障がい者で、主として日中、支援施設等において入浴、排せつ、食事

等の日中介護を行い、創作活動又は、生産活動の機会を提供します。

⑦短期入所

介護を行う家族等が、疾病等の理由により、一時的に介護が出来なくなった場合等に障がい

者（児）を施設で預かり、必要な支援を行います。

⑧施設入所支援

施設に入所している障がい者等に対して、主として夜間に入浴、排せつ、食事等の介護を行

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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います。

⑨自立訓練《生活訓練》

食事や家事等の日常生活向上のための支援や相談を行い、地域生活を営むうえで、生活能

力の維持・向上等の安定を図ると共に障がい者等の生活の安定を図ります。

⑩自立訓練《機能訓練》

障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障がいのある方の居宅において、理学療

法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支

援を行います。

⑪就労移行支援

就労を希望する障がい者等に対して、一定期間にわたり職業訓練等を通じて、一般就労に必

要な知識、能力向上のための訓練を行います。

⑫就労継続支援《A型・B型》

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者等において施設へ通所することによって就

労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった方に対し

ては一般就労等への移行に向けて支援を行います。

⑬共同生活援助

障がい等を持った方が、生活援助体制を備えたアパート等において共同生活による自立した

生活が送れるよう支援します。

⑭計画相談支援給付

指定特定相談支援事業所が、障害福祉サービスの利用調整や計画的な利用を支援するた

めに作成するサービス等利用計画やモニタリング報告書を基に町は利用者の意向に沿った

福祉サービスを決定し支援します。

⑮高額障害福祉サービス費

障害福祉サービス、障害児通所（又は入所）支援、補装具等のサービスを併用して利用した

際に、一月の自己負担額が法定の利用者負担額を超えた場合に高額障害福祉サービス費と

して支給されます。

２．障害福祉サービス（障がい児を対象） ７億５，２２９万円

①児童発達支援

療育が必要な未就学児に対して、個別に集団療育を行い、日常生活における基本的な動作

や集団生活への適応訓練等、個々の特性にあった支援を行います。

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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②放課後等デイサービス

療育が必要な就学児に対して、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進

等の支援を行います。

③保育所等訪問支援

保育所等に通う障害のある児童について、通い先の施設等を訪問し、障害のある児童及び

保育所等の支援者に対し、集団生活に適応するための支援方法等の指導・助言を行いま

す。

④障害児相談支援給付

障害児通所支援の支給決定を受けた方に対して、指定障害児相談支援事業所が福祉サー

ビスの利用調整や計画的な利用を支援する障害児支援利用計画やモニタリング報告書を作

成します。町は障害児支援利用計画を基に利用者の意向に沿った支給決定をします。

⑤高額障害児通所給付費

障害福祉サービス、障害児通所（又は入所）支援、補装具等のサービスを併用して利用した

際に、一月の自己負担額が法定の利用者負担額を超えた場合に高額障害福祉サービス費と

して支給されます。

３.補装具給付費 １，０８０万円

身体に障がいのある方（児童含む）が日常での生活を向上させるために失われた身体の機能

を補うための福祉用具の給付や修理を行います。障がいの内容や程度に応じて、補装具の

支給、修理を行います。本人の体に合うよう、オーダーメイドが可能な補装具もあります。

（補装具の例） 義手、義足、義眼、車いす、電動車いす、座位保持装置、補聴器、

盲人安全杖、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、短下肢装具等

４．委託料 ２７９万円

障害者自立支援給付費及び障害児通所給付費の支払いに係る審査事務等に要する処理委

託料です。

５．使用料及び賃借料 ７１万円

障害者自立支援給付費及び障害児通所給付費の請求に係る二次審査事務を支援すること

を目的とした総合支援ソフトの使用料及び賃借料です。

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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敬老会事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○敬老会事業 ７６万円

町内に在住する７５歳以上の高齢者を対象に敬老会を開催し、長寿のお祝いをします。敬老会

では琉球舞踊やエイサーなどの余興で長寿を祝っています。

主な経費

敬老会余興謝礼金 ２０万円 敬老会司会謝礼金 ２万円 敬老会飲食代等 ５４万円

令和６年度の敬老会（南風原町文化協会芸能部余興）

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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高齢者慶祝記念品支給事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○高齢者慶祝記念品支給事業 ２２０万円

高齢者の長寿を祝い、長年にわたり社会に貢献してきた功績に感謝し、記念品等を贈ります。

トーカチ(８８歳)の方に記念品を贈呈し、カジマヤ－（９７歳）、新百歳になられた方に祝状を贈呈

します。

主な経費 高齢者慶祝記念品代等 ２２０万円

敬老月間啓発事業
（担当部署：民生部 保健福祉課）

○敬老月間啓発事業（ちゃーがんじゅう元気プロジェクト！） ９５万円

高齢化の進展により介護や支援を要する方、認知症の方が、今後さらに増加することが見込ま

れます。誰もが、住み慣れた地域で健康に高齢期を過ごすことができるよう、老人の日（9月15日）

及び老人週間（9月15日～9月21日）にあわせて、敬老月間啓発事業として、65歳以上の高齢者を

対象に、ちゃーがんじゅう元気プロジェクトを開催します。

町内に在住する高齢者を対象とした自宅参加型イベントで、ウォーキングやラジオ体操、ストレッ

チ、掃除や草むしりなど生活の中でその方に合った運動を行い、スタンプカードに自身で押印また

はサインし、スタンプが３０個たまると応募できます。参加した方には抽選でお米券やツナ缶などの

景品を贈呈します。参加者から「この取り組み大賛成！」、「血糖値の数値がよくなりました。ありが

とうございます。」、「運動したくない日もこの事業を励みに頑張れた」など、肯定的な意見が多数あ

りました。

高齢者は、多年にわたり社会の発展に寄与されてきました。豊富な知識と経験を有する者として

敬愛し、高齢社会における家族や地域社会の役割を理解し、多世代がお互いに協力して安心と

活力ある健康長寿社会を築いていくために、多くの対象者の皆さまの参加をお待ちしております。

主な経費 賞品代 ７０万円

印刷製本費等 ２５万円

障がい者（児）・高齢者支援の充実
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障がい者（児）・高齢者支援の充実


